
取得加算 詳細

機能強化加算

当院は「かかりつけ医」として、以下の取り組みを⾏っています。

○患者様が受診している他の医療機関及び処⽅されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を⾏っています。
○専⾨医師⼜は専⾨医療機関への紹介を⾏っています。
○健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じています。
○保健・福祉サービスに関する相談に応じています。
○診療時間外を含む、緊急時の対応⽅法等に係る情報提供を⾏っています。

厚⽣労働省や都道府県のホームページにある『医療機能情報提供制度』のページで、かかりつけ医機能を有する医
療機関等の地域の医療機関が検索できます。

医療情報取得加算

電⼦資格確認について以下の通り対応を⾏っております。

○オンライン請求を⾏っております。
○マイナンバーカードによるオンライン資格確認を⾏う体制を有しております。
○電⼦資格確認を利⽤して取得した診療情報（受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報）を、診
察室で閲覧⼜は活⽤できる体制を有しております。
○電⼦処⽅箋を発⾏する体制については当該サービスの対応待ちです。
○電⼦カルテ情報共有サービスを活⽤できる体制については当該サービスの対応待ちです。
○マイナンバーカードの健康保険証利⽤の使⽤について、お声掛け・ポスター掲⽰⾏っています。
診療情報を取得・活⽤することにより、質の⾼い診療の提供に努めています。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、下表のとおり診療報酬点数を算定いたします。
【初診時】
マイナ保険証を利⽤していない場合：3点（⽉1回）
マイナ保険証利⽤時または他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合：1点（⽉1回）
【再診時】
マイナ保険証を利⽤していない場合：2点（3⽉に1回）
マイナ保険証利⽤時または他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合：1点（3⽉に1回）
正確な情報を取得・活⽤する為、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利⽤にご理解ご協⼒をお願いします。

医療DX推進体制整備加算

医療DX推進について以下の通り対応を⾏っております。

○オンライン請求を⾏っております。
○マイナンバーカードによるオンライン資格確認を⾏う体制を有しております。
○電⼦資格確認を利⽤して取得した診療情報（受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報）を、診
察室で閲覧⼜は活⽤できる体制を有しております。
○電⼦処⽅箋を発⾏する体制については当該サービスの対応待ちです。
○電⼦カルテ情報共有サービスを活⽤できる体制については当該サービスの対応待ちです。
○マイナンバーカードの健康保険証利⽤の使⽤について、お声掛け・ポスター掲⽰⾏っています。

診療情報を取得・活⽤することにより、質の⾼い診療の提供に努めています。

⼀般名処⽅加算
厚⽣労働省は医療費を抑えるためにジェネリック医薬品の利⽤を推し進めています。
ただ、先発品およびジェネリック医薬品共に供給が不安定な状況が続いております。
そのため、ジェネリック医薬品があるお薬については商品名ではなく⼀般名（有効成分の名称）での処⽅（処⽅
箋）とさせていただき、薬局で供給状況などを考慮して医薬商品名を決めていただくこととなります。

情報通信機器を⽤いた診療 当院ではオンライン診療において初診の場合には向精神薬を処⽅いたしません。

⽣活習慣病管理料

当院では栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の⽣活習慣に関する総合的な治療管理を⾏っております。
患者さんに対して療養計画書により丁寧に説明を⾏い、当該療養計画書に同意・署名をいただいております。
また、患者の状態に応じて以下の処⽅対応が可能です。
・28⽇以上の⻑期の投薬が可能であること
・必要に応じてリフィル処⽅箋の発⾏が可能であること
（ただし、院内の薬剤確保が厳しい状況から、1か⽉を超える⻑期の院内投薬の⽅は院外処⽅に変更になる可能性
があります。ご了承ください。）

※⾼⾎圧、糖尿病、脂質異常症の疾患を有する⽅が対象となります。それ以外の疾患を合わせて有する⽅は対象外
となります。


